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第２章 検討の経緯と報告書の構成 
本調査研究事業では、まず、第２章第１節に記載のとおり、調査研究委員会

を設置し、第２節に記載のとおり、調査研究委員会を開催した。  

調査研究委員会においては、論点にそって委員による議論およびフリーディ

スカッション形式によるヒアリングを行い、研究委員会としてのとりまとめを

行った。  

ヒアリングにあたり、介護療養病床の廃止と介護医療院設立までの検討過程

および、本事業の位置づけについて整理した内容については、第３章「介護医

療院に関する検討経緯と本事業の位置づけについて」として掲載している。  

ヒアリングにて出された各委員の意見は、第４章「調査研究委員会委員への

ヒアリング結果」としてまとめた。また、ヒアリングにおける意見をもとに作

成した当研究委員会としてのとりまとめは、第５章「本調査研究委員会におけ

る議論のとりまとめ」として掲載している。  

平成 30 年度介護報酬改定における介護医療院の具体的な基準・報酬について

は、第 152 回社会保障審議会介護給付費分科会において議論が行われた。これ

をふまえ、当調査研究委員会においても、介護医療院の基準・報酬に関する追

加ヒアリングを実施した。この内容は第６章に掲載している。  

更に、当研究委員会での介護医療院に関するヒアリング内容および、介護給

付費分科会にて公表された介護医療院に関する基準・報酬の資料をもとに、介

護医療院の概要を一般向けに紹介する資料を作成した。この内容については、

第７章「介護医療院について」として掲載した。  

なお、研究委員会において使用した参考資料等については、第８章に掲載し

た。  

 

  

3



44



5

5



66



 7

第３章 介護医療院に関する検討経緯と本事業の位置づ

けについて 
 ここでは、本研究委員会の検討テーマである介護医療院について、その検討

過程と本事業の位置づけについて整理する。  

また、本事業の検討において参考とした、既存介護保険サービスの機能、サ

ービス単位、人員配置、施設設備等について整理する。  

 

第１節 介護療養病床の廃止と介護医療院創設の経緯について 

1. 介護療養型医療施設に関する議論の経緯 
 介護療養型医療施設は、医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設であり、

介護療養病床と、老人性認知症疾患療養病棟が含まれる。  

平成 18 年の医療保険制度改革において、療養病床については、医療と介護の

役割を明確化する観点から、  

・医療の必要性が高い人については、医療療養病床  

・医療よりもむしろ介護の必要性が高い人については、在宅、居住系サービス、

又は老人保健施設等  

で対応することとし、医療の必要性に応じた機能分担（療養病床の再編成）を

推進することとされ、平成 23 年度末までの廃止が決定された。  

 しかしながら、介護療養病床の老人保健施設等への転換が進んでいないこと

を踏まえ、平成 23 年の介護保険法改正において、その廃止・転換期限は平成

29 年度末まで延長されることとなった。  

2. 介護医療院の創設 
介護療養型医療施設廃止後の慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サー

ビス提供体制については、以下の検討会等で議論されてきたところである。  

① 療養病床の在り方等に関する検討会  

② 社会保障審議会 療養病床の在り方等に関する特別部会  

 

「②社会保障審議会 療養病床の在り方等に関する特別部会」においては、

基本的な方向性として、以下の新たな施設類型を創設すべきとされた（図表 3-1）。 
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第８章 参考資料 
 当研究委員会においては、以下の資料を参考資料として用いた。  

 
資料番号 資料タイトル 出処 頁 

参考資料 1 療養病床の在り方に関する議論の整理 
療養病床の在り方等に

関する特別部会 

第 8 章

-1 

参考資料 2 療養病床に関する基礎資料 

平成 28 年 12 月 7 日 

第 7 回社会保障審議会 

療養病床の在り方等に

関する特別部会資料 

（一部改編） 

第 8 章

-11 

参考資料 3 

地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律の

ポイント 

地域包括ケアシステム

の強化のための介護保

険法等の一部を改正す

る法律案 概要資料 

第 8 章

-40 

参考資料 4 
病院・介護保険施設における施設設備

等 

・医療法 

・各サービス施設基準、 

運営標準指導指針 

・高齢者の居住の安定

確保に関する法律施

行規則 

を元に作成 

第 8 章

-42 

参考資料 5 
介護療養型医療施設・介護老人保健施

設の基準等について 

第 144 回社会保障審議

会介護給付費分科会 

資料２、資料３を一部

改変 

第 8 章

-43 

参考資料 6 介護報酬の算定構造 
厚生労働省ホームペー

ジ掲載「介護報酬の算

定構造」を元に作成 

第 8 章

-50 

参考資料 7 介護医療院について 
第 152 回社会保障審議

会介護給付費分科会資

料 3 

第 8 章

-58 
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参考資料６　介護報酬の算定構造
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